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二
二
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一
二
二
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徳
川
時
代
に
わ
け
ろ
農
民
の
「
快
落
」
に
つ

、

レ

て

岡
　
　
本

幸
　
　
雄

　
は
　
し
　
が
　
き

一
、
農
民
錬
落
の
意
味

二
、
農
民
鉄
落
の
原
因
と
そ
の
階
層

三
、
農
民
鉄
落
の
一
般
的
対
策
と
そ
の
実
態

　
イ
、
鉄
落
百
姓
の
届
出
と
捜
索
還
住

　
口
、
鉄
落
百
姓
跡
株
の
処
置
－
特
に
「
村
惣
作
」
に
「
つ
い
て
１

は

し

が

　
徳
川
時
代
に
お
け
る
「
挟
落
」
の
研
究
に
は
、
っ
と
に
高
柳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

真
三
氏
に
よ
つ
て
論
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
此
処
で
は
徳
川

中
期
以
降
幕
領
に
就
い
て
の
挟
落
に
関
す
る
各
種
法
律
上
の
取

萩
い
（
「
主
と
し
て
農
民
町
人
を
支
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
普
通
法
上

の
制
度
」
）
を
詳
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
敏
落
に
関
す
る
杜

会
経
済
史
的
間
題
を
論
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
て

今
日
杜
会
経
済
史
的
面
か
ら
嵌
落
に
関
連
し
た
論
述
は
全
く
之

を
み
な
い
訳
の
も
の
で
な
い
が
、
鉄
落
そ
の
も
の
の
研
究
は
な

お
之
を
み
な
い
と
い
つ
て
よ
い
。
従
つ
て
斯
る
意
味
に
お
い
て

本
稿
で
は
挟
落
特
に
農
民
の
挟
落
に
就
い
て
、
こ
れ
が
齋
ら
さ

れ
る
に
至
つ
た
杜
会
経
済
的
事
借
－
農
民
の
嵌
落
原
因
・
動
機

と
そ
の
猷
落
階
層
或
は
農
民
の
鉄
落
対
策
に
関
す
る
一
般
的
規

定
と
そ
れ
が
農
村
杜
会
に
お
け
る
実
態
等
二
、
三
の
点
に
就
い

て
若
千
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。



農
民
鉄
落
の
憲
味

農
民
の
土
地
緊
縛
、
身
分
的
岡
定
の
所
謂
経
済
外
的
強
制
、

そ
の
法
制
的
規
定
に
束
縛
せ
ら
れ
て
い
た
近
世
封
建
杜
会
に
わ

け
る
農
民
は
、
も
と
よ
り
土
地
を
離
れ
他
所
に
赴
く
二
と
は
原

則
的
に
許
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
従

つ
て
こ
の
故
に
官
許
な
き
封
建
農
民
の
土
地
離
脱
は
、
そ
れ
が

直
ち
に
非
合
法
的
な
る
逃
亡
と
断
ぜ
ら
れ
た
こ
と
い
う
ま
で
も

な
い
。
こ
う
し
た
封
建
農
民
の
土
地
離
脱
即
ち
逃
亡
に
は
、
集

団
的
逃
亡
と
個
別
的
逃
亡
と
の
二
つ
の
形
態
が
存
し
た
が
、
前

考
は
「
逃
散
」
と
い
う
形
の
も
の
で
あ
り
後
者
は
「
畝
落
」
と
い

う
形
の
も
の
で
あ
つ
て
、
両
者
そ
の
内
容
性
質
を
異
に
し
た
も

の
で
あ
つ
た
。
即
ち
「
逃
散
」
と
は
詳
し
く
は
『
御
取
箇
筋
其

外
諸
拝
借
の
儀
、
総
て
百
姓
の
不
。
任
レ
心
儀
有
レ
之
、
其
村
叉

は
ニ
ケ
村
三
ケ
邑
も
申
合
田
畑
家
屋
敷
を
捨
其
処
を
立
退
候
」

「
村
中
或
は
近
村
申
含
妻
子
を
連
大
勢
立
退
候
」
こ
と
を
い

　
　
徳
川
時
代
に
お
け
る
農
民
の
「
献
落
」
に
つ
い
て
（
岡
本
）

　
＠い

、
二
れ
は
少
く
と
も
農
民
の
領
主
側
の
圧
制
に
対
す
る
ぱ
抗

意
識
が
た
と
え
消
極
的
で
は
あ
つ
て
も
、
農
民
閉
の
共
通
的
意

識
と
し
て
昂
揚
さ
れ
た
と
き
の
他
領
へ
の
集
団
的
逃
亡
行
為
で

あ
り
、
徒
覚
、
強
訴
　
　
積
極
的
な
も
の
　
　
と
と
も
に
百
姓

一
挨
○
運
動
形
態
の
一
つ
　
　
消
極
的
な
も
の
　
　
と
し
て
一

般
に
把
握
さ
れ
て
わ
り
、
し
“
も
そ
○
集
団
的
逃
亡
は
近
世
初

期
を
経
た
そ
の
後
に
わ
い
て
は
、
領
主
側
の
枇
政
を
曝
き
少
く

と
も
そ
の
改
善
を
要
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
所
以
か
ら
、

必
ず
し
も
全
き
音
一
味
の
逃
亡
で
な
く
領
主
側
へ
の
示
威
的
逃
亡

の
形
を
多
く
と
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
に
。
対
し
、
此
処
に
い

う
「
献
落
」
は
一
撲
的
性
質
を
有
す
る
示
威
的
集
団
的
逃
亡
行

為
に
る
前
者
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
前
者
の
よ
り
前
期
的
な
他

村
他
領
へ
の
個
別
的
逃
亡
行
為
を
意
味
し
、
し
か
も
献
落
農
民

自
ら
帰
征
を
予
定
せ
ざ
る
完
全
逃
亡
と
い
う
形
を
と
っ
て
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
＠

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
農
民
の
個
別
的
逃
亡
で
あ
る
嵌

落
は
、
一
つ
に
は
徒
党
、
強
訴
、
逃
散
の
禁
令
と
厳
罰
主
義
の

存
在
は
も
と
よ
り
、
封
建
的
イ
デ
オ
ロ
グ
ー
達
の
主
張
せ
る
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ニ
ニ
（
一
二
三
）

●



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
一
骨
）

本
主
義
の
伝
統
に
、
長
年
培
わ
れ
来
つ
た
封
建
農
民
の
宿
命
的

観
念
が
彼
等
自
身
の
政
治
的
自
覚
の
生
長
を
阻
げ
、
或
者
が
た

と
え
政
治
的
自
覚
を
も
ち
得
て
も
農
民
間
の
共
通
的
自
覚
・
意

識
と
し
て
昂
揚
さ
れ
難
く
、
逃
散
或
は
強
訴
徒
党
等
の
一
挨
が

時
代
の
進
む
に
つ
れ
よ
り
一
層
の
発
展
を
み
た
と
は
い
え
油
そ

の
発
展
も
自
か
ら
限
ら
れ
て
い
た
当
時
の
状
態
の
も
と
に
わ
い

て
、
こ
れ
が
広
く
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
て

当
時
こ
う
し
た
個
別
的
逃
亡
行
為
、
畝
落
を
敢
え
て
犯
し
た
農

氏
を
一
般
的
に
猷
落
百
姓
と
称
さ
れ
、
叉
別
に
出
奔
百
姓
、

逐
電
百
姓
、
退
転
百
姓
な
ど
と
も
称
さ
れ
て
い
た
が
、
所
に
よ

つ
て
走
り
百
姓
（
例
、
加
賀
藩
）
逃
百
姓
（
例
、
仙
台
藩
）
走
り
人
、

走
り
も
の
（
例
、
阿
波
藩
、
土
佐
藩
）
な
ど
と
も
称
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
＠

も
の
で
あ
つ
た
０
：

　
○
　
高
柳
真
三
氏
「
徳
川
時
代
欠
落
考
」
（
法
学
協
会
雑
誌
、
第
川

　
　
　
十
八
巻
）
参
照
。

◎
　
大
久
保
久
敬
著
「
地
万
凡
例
録
」
（
日
本
経
済
叢
書
、
巻
三
十

　
　
　
一
）
四
四
八
頁
。

　
　
黒
正
巌
氏
「
徳
川
時
代
の
農
民
の
逃
散
」
（
経
済
論
叢
、
第
二

　＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
（
一
二
四
）

四
巻
、
　
一
号
）
に
、
近
世
初
期
の
逃
散
は
『
極
め
て
少
歎
臥
鼠

民
が
一
家
替
属
を
引
き
っ
れ
て
夜
間
な
ど
に
逃
亡
』
、
＝
軒
逃

げ
二
軒
逃
げ
と
い
ふ
風
に
小
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
』
と
さ
れ

て
い
る
如
く
、
近
世
の
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
、
逃
散
と
鉄
落

と
は
そ
の
性
質
に
お
い
て
区
別
し
難
い
も
の
が
あ
つ
た
Ｏ
こ
の

点
近
世
初
期
農
民
逃
亡
対
策
の
法
令
の
う
ち
に
、
逃
散
と
錬
落

と
を
往
々
同
一
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
の
存
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
も
窺
知
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
・

黒
正
巌
氏
「
百
姓
一
撰
年
表
」
（
経
済
史
研
究
．
第
十
七
巻
、
第

三
号
）
に
よ
れ
ぱ
、
享
保
年
間
に
入
つ
て
一
擦
は
著
し
く
増
加
、

昂
欝
し
そ
の
後
天
明
年
間
、
天
保
年
間
、
慶
応
年
間
の
三
期
に

更
に
昂
揚
、
発
展
を
示
し
て
い
る
Ｏ

鉄
落
、
出
奔
、
逐
電
、
立
退
等
の
語
義
の
解
釈
に
就
い
て
は

「
地
方
凡
例
録
」
（
前
掲
書
）
　
四
四
二
、
四
四
八
頁
、
「
聞
伝
叢

書
」
（
同
書
、
巻
十
）
四
八
三
頁
、
「
日
本
財
政
経
済
史
料
、
第

九
巻
」
一
一
八
六
～
八
頁
、
「
地
理
細
論
集
」
（
日
本
経
済
大
興
、

第
二
十
一
巻
）
七
七
頁
、
高
柳
真
三
氏
「
前
掲
論
文
」
等
参
照
、

叉
阿
波
藩
の
走
り
人
、
土
佐
藩
の
走
り
者
に
関
す
る
研
究
・
資

料
と
し
て
、
小
早
川
欣
吾
氏
「
走
人
に
関
す
る
阿
波
藩
の
法
制
」

（
歴
史
と
地
理
、
第
二
十
五
巻
、
第
一
号
）
入
交
好
借
氏
「
土
佐

藩
に
お
け
る
「
走
り
者
」
に
関
す
る
一
資
料
」
（
同
氏
著
、
日
本

農
民
経
済
史
研
究
、
所
収
）
が
あ
る
Ｃ



二
　
農
民
嵌
落
の
原
因
と
そ
の
階
暦

　
農
民
の
献
落
現
象
は
申
世
に
あ
つ
て
も
展
々
み
ら
れ
た
も
の

　
　
　
　
＠

で
あ
る
が
、
し
か
し
近
世
就
中
そ
○
中
期
以
降
に
至
つ
て
は
、

そ
れ
が
広
く
且
つ
増
加
の
傾
向
を
辿
つ
て
い
つ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
荻
生
狙
殊
は
「
政
談
」
に
わ
い
て
享

保
頃
猷
落
、
逐
電
者
の
江
戸
屠
住
の
数
の
移
し
い
点
を
説
い
て

　
　
＠

わ
り
、
叉
幕
府
（
八
代
将
軍
吉
宗
）
に
対
す
る
山
下
幸
内
の
「
上

書
」
の
一
節
に
『
古
よ
り
一
人
農
を
は
な
る
れ
ば
大
下
そ
の
飢

を
う
く
る
と
か
や
い
う
な
る
に
、
す
で
に
去
る
午
年
の
人
別
帳

を
み
る
に
、
そ
○
以
前
○
た
だ
し
候
人
数
に
く
ら
べ
し
に
、
百

四
十
万
人
減
じ
ぬ
、
そ
の
前
○
と
し
よ
り
そ
○
ま
た
ま
へ
の
改

を
た
だ
し
な
ぱ
、
い
か
計
の
減
じ
に
あ
た
る
べ
き
も
難
計
、
そ

の
百
四
十
万
人
の
減
じ
た
る
は
死
は
て
た
る
に
は
あ
ら
ず
、
み

な
離
散
し
て
帳
外
の
も
の
に
』
な
つ
た
結
果
で
あ
る
と
農
民
の

離
散
、
訣
落
現
象
が
広
汎
且
っ
深
刻
な
ま
で
に
生
ず
る
に
至
っ

　
　
循
川
塒
代
に
お
け
る
鷹
月
の
「
傲
落
し
に
つ
い
て
（
個
本
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

た
点
を
説
い
て
い
る
○
で
あ
る
。
こ
○
「
上
書
」
し
し
略
々
同
様

な
点
が
松
平
定
信
の
「
字
下
人
言
」
に
も
説
か
れ
て
い
る
と
こ

　
　
　
　
＠

ろ
で
あ
る
が
、
関
東
地
万
の
人
別
帳
に
基
づ
い
て
野
村
兼
太
郎

博
士
が
『
比
較
的
後
期
に
至
る
に
出
奔
人
の
数
は
著
し
く
増
加

し
ト
に
ら
し
く
殊
に
文
化
度
に
わ
い
て
は
張
紙
し
山
」
分
が
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

多
く
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
も
い
る
、
以
上
の
事
倍
か
ら
農
民

の
献
落
現
象
が
広
く
且
つ
増
加
の
傾
向
を
辿
つ
て
い
た
も
の
と

の
推
察
を
与
え
る
事
が
出
来
よ
う
。
然
ら
ぱ
こ
う
し
た
農
民
○

鉄
落
現
象
そ
の
増
加
の
傾
向
が
一
体
如
何
な
る
原
因
に
よ
つ
て

脊
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
此
処
で
は
農
民
の
献
落
原
因
を

農
民
の
嵌
落
階
層
と
の
関
連
に
わ
い
て
若
千
具
体
的
に
述
べ
て

み
よ
う
。

　
か
の
五
人
組
帳
の
前
書
に
多
く
農
民
○
嵌
落
斑
策
に
関
す
る

条
項
を
記
し
て
わ
り
、
そ
こ
に
「
身
上
不
二
罷
成
一
』
、
『
御
年
貢

未
進
、
引
負
』
或
は
「
借
銭
に
詰
り
』
嵌
落
致
し
云
々
の
文
句

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
展
々
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
れ
等
の
文
句
は
い
う
ま

で
も
な
く
農
氏
の
傲
溝
の
直
接
的
動
機
を
説
明
し
て
小
る
も
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
（
一
二
五
）

…甲＾淋

、
、



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
一
号
）

で
あ
り
、
叉
農
民
の
挟
落
階
層
を
窮
知
せ
し
め
る
も
の
で
も
あ

る
。
勿
論
農
民
の
鉄
落
動
機
に
は
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
経
済

的
動
機
以
外
に
農
民
自
身
の
不
法
刑
事
的
犯
罪
を
動
機
と
し
た

も
の
も
あ
つ
た
が
、
本
稿
で
の
考
察
の
対
象
は
も
と
よ
り
前

者
の
鉄
落
動
機
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も

な
い
。

　
と
こ
ろ
で
上
述
の
次
第
か
ら
既
に
明
ら
か
な
如
く
、
農
民
の

嵌
落
の
直
接
的
動
機
は
『
身
上
不
如
意
に
て
、
年
貢
さ
し
詰
る

か
、
叉
は
借
金
多
く
返
済
の
方
便
無
。
之
」
し
て
猷
落
し
た
も
の

で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
農
民
敏
落
の
直
接
的
動
機
を
齋

ら
し
た
根
本
的
原
因
は
、
近
世
・
徳
川
幕
藩
封
建
体
制
、
機
構

の
確
立
（
近
世
・
徳
川
幕
藩
封
建
体
制
、
機
構
の
確
立
そ
れ
白
体
が

商
品
．
貨
幣
経
済
の
一
定
の
発
達
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、

武
士
の
城
下
町
集
申
策
、
参
勤
交
代
制
度
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
商
業

都
市
の
勃
興
、
商
業
組
織
、
貨
幣
制
度
の
確
立
．
国
内
交
通
の
発
達
等
）

を
主
要
契
機
と
し
た
商
晶
・
貨
幣
経
済
の
よ
り
一
層
の
発
達
に

帰
結
せ
し
め
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
斯
る
商
品
・
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ニ
ハ
（
二
ニ
ハ
）

幣
経
済
の
発
達
に
基
づ
く
領
主
経
済
の
財
政
的
危
機
、
こ
の
危

機
打
開
の
た
め
の
農
民
に
対
す
る
封
建
的
貢
租
過
重
化
の
方
向

に
ま
づ
求
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
却
ち
周
知
の
如
く
近
世
・

徳
川
幕
藩
封
建
体
制
、
機
構
の
確
立
の
そ
の
故
に
「
一
脚
を
自

然
経
済
に
他
脚
を
貨
幣
経
済
に
」
と
い
う
二
元
的
経
済
領
域

に
ま
た
が
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
領
主
経
済
は
、
商
品
・
貨
幣

経
済
の
発
達
、
商
業
・
高
利
貸
資
本
の
拾
頭
に
よ
り
財
政
的
危

機
に
必
然
的
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
事
態
が
、
近
世
中

期
或
は
既
に
そ
れ
に
先
立
つ
時
代
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
た

め
に
こ
の
打
開
策
と
し
て
諸
種
の
方
策
が
講
ぜ
ら
れ
た
が
、
こ

れ
等
諾
策
の
う
ち
特
に
領
主
が
と
つ
た
共
通
的
方
策
は
、
封

建
的
貢
租
の
過
重
化
に
あ
つ
た
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。

斯
る
封
建
的
貢
租
の
過
重
化
は
、
そ
れ
自
体
多
く
の
農
民
の
土

地
生
産
の
発
展
を
阻
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
わ
い
て

は
寧
ろ
そ
の
再
生
産
を
す
ら
危
機
に
陥
し
入
れ
、
彼
等
の
経
済

生
活
を
著
し
く
困
難
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う

に
商
品
．
貨
幣
経
済
の
発
達
　
　
商
業
・
高
利
貸
資
本
の
拾
頭



　
　
領
主
経
済
の
財
政
的
危
機
　
　
封
建
的
貢
租
過
重
化
の
万

向
に
加
え
て
、
今
一
つ
は
商
品
・
貨
幣
経
済
の
農
村
へ
の
直
接

的
侵
透
、
農
村
に
お
け
る
商
業
・
高
利
貸
資
本
の
拾
頭
に
基
づ

く
所
謂
農
民
の
階
層
分
化
の
緕
果
に
、
敏
落
現
象
そ
の
璃
加
傾

向
の
原
因
が
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
狙
休
は
「
政

談
」
に
わ
い
て
、
『
元
禄
の
頃
よ
り
田
舎
へ
も
銭
行
渡
り
て
銭

に
て
物
を
買
う
こ
と
に
な
』
っ
た
と
し
、
ｑ
田
舎
の
末
々
迄
商

人
の
一
面
に
行
渡
り
ぬ
る
こ
と
、
某
覚
へ
て
も
元
禄
以
後
の
こ

と
」
と
し
て
、
近
世
中
期
元
禄
頃
に
は
既
に
商
品
・
貨
幣
経
済

の
農
村
へ
の
侵
透
が
広
く
行
わ
れ
る
に
至
つ
た
こ
と
を
窺
わ
し

　
　
　
＠

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
商
品
・
貨
幣
経
済
の
農
村
へ
の
侵
透

に
は
地
域
的
深
浅
の
差
異
が
存
し
た
が
、
し
か
し
一
応
商
品
・

貨
幣
経
済
の
侵
透
を
直
接
う
け
る
に
至
つ
た
封
建
農
村
、
そ
こ

に
わ
け
る
農
氏
は
、
自
給
的
経
済
を
営
み
な
が
ら
も
漸
次
交
教

経
済
に
入
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
交
瑛
経
済
に
一
度
入
り
組
ん
だ
農
民
特
に
小
農
民
は
、
貨
幣

の
改
鋳
、
藩
札
の
濫
発
に
よ
り
結
果
す
る
一
般
的
物
価
の
高

　
　
徳
川
時
代
に
お
け
る
農
民
の
「
献
落
」
に
つ
い
て
（
岡
本
）

騰
、
或
は
余
剰
生
産
物
の
商
品
化
、
商
品
購
入
に
当
つ
て
の
、

特
権
商
人
、
商
業
資
本
の
独
占
的
流
通
機
構
に
よ
る
生
産
者
価

格
の
低
廉
、
利
益
の
減
殺
と
購
入
商
品
の
高
価
格
と
い
う
一
つ

の
鋏
状
価
格
差
、
或
は
叉
有
力
農
民
の
生
産
、
販
売
の
有
利
性

に
対
す
る
小
農
民
の
生
産
の
不
利
性
、
窮
追
販
売
、
二
れ
に
加

え
て
前
述
の
封
建
的
貢
租
の
過
重
化
等
に
よ
つ
て
、
極
め
て
不

安
定
な
経
済
生
活
に
陥
し
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結

果
は
い
う
ま
で
も
な
く
彼
等
を
し
て
多
く
貢
租
未
進
を
生
ぜ
し

め
、
こ
の
未
進
皆
済
の
た
め
或
は
直
接
生
計
維
持
の
た
め
の
彌

縫
的
な
金
融
を
、
多
く
田
畑
家
屋
敷
の
質
書
入
に
よ
り
、
有
力

．
農
民
、
商
業
・
高
利
貸
資
本
か
ら
得
る
か
、
さ
も
な
く
ぼ
敢
え

て
禁
令
を
無
視
し
て
ま
で
田
畑
の
永
代
売
を
行
い
、
や
が
て
は

流
地
更
に
永
代
売
を
重
ね
小
百
姓
の
田
畑
の
零
細
化
乃
至
喪
矢

化
を
促
し
、
水
呑
的
階
屑
に
転
落
す
る
と
と
も
に
他
方
有
力
農

民
、
商
業
・
高
利
貸
資
本
家
の
土
地
兼
併
の
所
謂
農
民
の
階
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

分
化
を
惹
き
鰻
さ
し
め
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
う
し
た
農
民
の

階
層
分
化
の
過
程
に
わ
い
て
輩
出
さ
れ
た
水
呑
的
階
層
は
、
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
（
一
二
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
一
号
）

く
有
力
農
民
の
下
に
小
作
関
係
に
入
つ
て
い
た
も
の
で
あ
る

が
、
一
般
的
に
高
率
小
作
料
関
係
に
立
た
さ
れ
た
彼
等
水
呑
的

階
層
の
う
ち
に
は
更
に
潰
百
姓
と
な
る
者
が
生
じ
た
も
の
で
あ

り
、
農
民
の
猷
落
は
斯
る
水
呑
的
階
層
或
は
潰
百
姓
の
う
ち
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ら
多
く
費
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
以
下
記
す
る
事
例
は
、

以
上
述
べ
来
つ
た
す
べ
て
の
点
に
対
す
る
資
料
と
は
な
り
得
な

い
が
、
農
民
鉄
落
の
動
機
・
原
因
と
そ
の
階
層
を
若
干
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
「
基
學
養
父
実
記
」
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
肥
前
国
基
繁
養
父

両
郡
に
お
い
て
年
貢
課
役
の
遇
重
、
天
災
な
ど
に
よ
り
、
一
般

農
民
の
生
活
は
甚
し
く
困
窮
し
郡
内
百
姓
戸
数
二
千
余
戸
の
う

ち
『
銀
米
借
主
合
千
六
百
五
人
』
と
さ
れ
、
こ
の
借
銀
米
は
田

畑
の
質
・
書
入
或
は
男
女
質
奉
公
等
に
よ
つ
て
行
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
借
銀
米
の
返
済
不
能
の
場
合
は
、
も
と
よ
り
田
畑

家
屋
敷
な
ど
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
斯
る
事

態
に
照
応
し
て
こ
の
郡
で
は
右
百
姓
戸
数
二
干
余
戸
の
う
ち

『
田
畑
一
歩
も
不
〃
持
百
姓
」
仰
百
五
十
戸
、
『
然
る
に
壱
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
（
一
二
八
）

て
五
拾
石
百
石
或
は
百
五
拾
石
弐
百
石
或
は
三
百
石
三
百
五
拾

石
余
持
」
の
大
地
主
が
出
現
し
、
「
百
姓
の
身
上
甚
大
小
」
『
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

々
之
田
畑
悉
く
富
民
の
手
に
入
、
田
畑
を
不
レ
持
下
作
作
り
計

り
仕
る
百
姓
大
分
に
な
り
』
と
い
う
所
謂
農
民
の
階
層
分
化
の

著
し
い
も
の
を
み
る
に
至
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
斯

る
過
程
に
お
い
て
輩
出
さ
れ
た
多
く
の
『
倒
百
姓
』
は
、
常
に

『
村
々
よ
り
嵌
落
仕
体
に
罷
成
』
つ
た
も
の
と
さ
れ
延
宝
五
年

の
猷
落
記
録
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
即
ち
『
御
領

中
困
窮
至
趣
仕
村
々
倒
百
姓
多
有
・
之
』
と
な
し
、
「
神
辺
村
之

百
姓
惣
右
衛
門
、
同
女
房
、
同
子
徳
左
衛
門
、
伊
左
衛
門
一
家

四
人
、
惣
右
衛
門
子
次
左
衛
門
、
同
女
房
、
同
子
伝
十
郎
、
万

吉
一
家
四
人
、
瓜
生
野
町
商
人
久
右
衛
門
、
同
女
房
、
同
子
作

十
郎
、
九
十
郎
一
家
四
人
、
三
月
六
日
に
敏
落
仕
、
今
泉
村
百

姓
太
郎
左
衛
門
、
同
女
房
、
同
子
次
右
衛
門
、
卯
之
助
、
岩
介

一
家
五
人
、
三
月
廿
五
日
に
嵌
落
仕
り
、
奈
田
村
百
姓
甚
左
衛

門
、
同
女
房
、
同
子
小
太
郎
、
同
父
甚
左
衛
門
、
同
母
、
同
弟

半
衛
門
、
伺
人
子
三
十
郊
一
家
七
人
、
四
月
十
六
月
に
嵌
落



仕
、
永
吉
村
百
桝
孫
兵
衛
門
、
同
女
房
、
同
子
善
太
郎
一
家
三

人
、
四
月
十
一
口
に
敏
落
仕
』
と
一
家
嵌
落
の
記
録
を
と
ど

め
、
続
い
て
『
追
々
何
程
嵌
落
可
。
仕
も
難
ピ
知
勢
に
有
ポ
之
候
』

と
ま
で
い
わ
し
め
て
わ
り
、
此
処
で
は
貢
租
課
役
の
」
過
重
、
天

災
、
高
利
貸
資
本
に
よ
る
借
金
等
に
農
民
の
経
済
生
活
の
困

難
、
従
つ
て
叉
所
謂
農
民
の
階
層
分
化
の
過
程
に
わ
い
て
費
ら

さ
れ
た
水
呑
的
階
層
就
中
倒
百
姓
に
よ
つ
て
多
く
献
落
が
行
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
一
つ
簡
単
な
事
例
に
就
い
て
み
よ

＠
。

｝
つ　

奥
州
会
津
郡
大
谷
村
で
は
、
宝
永
六
年
村
高
二
百
八
石
一
斗
、

戸
数
五
十
八
戸
で
構
成
さ
れ
、
「
す
で
に
相
当
な
階
級
的
分
化

が
進
行
し
て
い
る
』
村
で
あ
る
が
、
な
わ
全
戸
数
五
十
八
戸
の

う
ち
三
十
九
戸
亥
で
が
質
地
取
り
・
出
し
の
関
係
に
立
ち
、
村

石
高
の
う
ち
百
四
十
一
石
強
が
質
地
出
入
の
対
象
と
さ
れ
て
わ

り
、
更
に
階
級
的
分
化
を
進
行
せ
し
む
る
状
態
に
あ
る
こ
の
よ

う
な
事
情
に
あ
つ
て
、
二
戸
の
貧
農
の
挟
落
が
現
わ
れ
て
い

る
。
即
ち
二
戸
共
二
石
三
斗
三
升
四
合
の
高
持
百
姓
で
あ
つ
た

　
　
徳
川
時
代
に
お
け
る
農
民
の
「
猷
落
」
に
つ
い
て
岡
本

が
、
共
に
六
両
二
分
で
も
つ
て
持
高
全
部
を
質
地
に
入
れ
献
落

に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
ｏ

　
以
上
要
す
る
に
、
農
民
の
献
藩
階
層
は
水
呑
的
階
層
或
は
潰

百
姓
の
う
ち
か
ら
多
く
費
ら
さ
れ
た
と
い
う
二
と
、
し
か
も
そ

の
根
本
的
原
因
と
な
す
と
ニ
ブ
ｏ
は
、
商
品
・
貨
幣
経
済
の
発
達
、

商
業
・
高
利
貸
資
本
の
拾
頭
に
よ
る
領
・
王
経
済
の
財
政
的
危

機
、
そ
の
打
開
策
た
る
封
建
的
貢
租
の
過
重
化
、
更
に
は
農
村

へ
の
商
晶
・
貨
幣
経
済
の
直
接
的
侵
透
、
農
村
に
わ
け
る
商
業

・
高
利
貸
資
本
の
拾
頭
に
よ
る
農
民
の
階
層
分
化
の
結
果
に
あ

つ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
註
　
大
久
保
久
敬
は
「
地
方
凡
例
録
」
に
お
い
て
『
苛
政
を
用
い
、

　
　
賦
租
を
あ
っ
く
し
、
課
役
を
重
く
す
る
時
は
、
農
民
っ
か
れ
、

　
　
白
然
と
作
物
董
ら
ず
、
遂
に
は
逃
逃
（
申
略
）
財
聚
民
散
』
と

　
　
　
な
し
（
日
本
経
済
叢
書
、
巻
三
十
一
、
四
頁
）
「
経
済
問
答
」
に

　
　
農
民
が
『
地
を
去
っ
て
都
面
に
走
て
生
を
な
す
』
の
は
『
百
姓

　
　
聚
赦
に
苦
し
み
て
』
の
緕
果
だ
と
な
し
（
前
掲
書
、
巻
十
一
、

　
　
五
〇
一
頁
）
、
或
は
武
元
立
平
は
「
南
畝
偶
語
」
に
『
借
銀
払
方

　
　
　
に
指
詰
り
て
嵌
落
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
（
申
略
）
是
基
本
は

　
　
税
法
の
重
く
し
て
賑
価
な
き
が
致
す
所
』
に
あ
る
と
な
し
て
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
（
一
二
九
）

３



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
一
号
）

　
　
　
し
く
農
民
鉄
落
の
原
因
を
封
建
的
貢
租
の
遇
重
に
求
め
て
説

　
　
　
き
、
（
近
世
地
方
経
済
史
料
、
第
三
巻
、
八
頁
）
、
叉
鈴
木
雅
之

　
　
　
は
「
治
安
策
」
に
お
い
て
『
鉄
落
勘
当
旧
離
帳
外
等
の
者
は
大

　
　
　
か
た
先
貧
家
よ
り
出
で
』
と
な
し
て
農
民
の
嵌
落
階
層
を
説
い

　
　
　
て
い
る
。
（
前
掲
書
、
第
五
巻
、
ニ
ニ
七
～
八
頁
）
Ｏ

　
以
上
述
べ
来
つ
た
農
民
の
猷
落
原
因
・
動
機
に
関
し
て
な
お

附
説
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
凶
作
飢
鐘
等
の
自
然

的
原
因
で
あ
る
。
徳
川
時
代
繰
返
し
や
つ
て
来
た
天
災
そ
の
も

の
も
重
大
な
嵌
落
原
因
と
な
り
得
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
此
処

で
よ
り
重
大
に
し
て
関
心
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
事
は
、
先
述

の
如
く
貢
租
の
過
重
借
金
生
活
困
難
に
日
頃
さ
い
な
ま
れ
て
い

る
水
呑
的
階
層
、
貧
農
層
の
嵌
落
が
天
災
に
よ
り
一
層
動
機
づ

け
ら
れ
る
も
の
が
あ
つ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
就

い
て
、
「
太
華
翁
建
議
」
中
の
一
篇
「
樹
人
建
議
」
に
『
宝
暦
の

荒
歳
翌
年
の
疲
蛍
、
所
に
よ
つ
て
は
餓
死
、
鉄
落
を
含
て
十
が

二
一
二
乃
至
五
六
に
及
も
有
レ
之
、
近
き
卯
年
の
凶
作
も
鉄
落
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

人
頭
四
百
人
（
申
略
）
其
前
後
極
難
摺
切
の
百
姓
年
貢
未
進
の

畳
り
、
借
銭
返
済
の
嵩
に
て
離
散
敏
落
の
も
の
少
か
ら
ず
（
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
○
（
ニ
ニ
○
）

略
）
既
去
々
年
年
貢
取
立
の
厳
敷
に
氏
頭
四
百
人
の
歓
落
有
レ

之
候
、
尤
此
時
中
殿
様
の
賢
慮
を
以
半
に
過
て
引
返
し
候
へ

共
、
其
以
前
漸
々
の
敏
落
都
合
し
て
は
幾
程
の
も
の
に
て
可
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

有
レ
之
か
』
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
頃
の
貢
租
の
過
重
、

そ
の
未
進
の
畳
り
、
借
銭
の
返
済
の
嵩
り
で
、
生
活
困
難
な

一
極
難
摺
切
の
百
姓
」
が
、
天
災
に
よ
つ
て
敏
藩
を
動
機
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
然
的
原

因
に
よ
る
訣
落
も
右
よ
り
窺
知
し
得
る
が
如
く
、
実
は
封
建
領

主
の
あ
く
な
き
貢
租
牧
奪
、
枇
政
に
遠
因
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

　¢　＠◎
鈴
木
良
一
氏
「
申
世
に
お
け
る
農
民
の
逃
散
」
（
日
本
申
世
の
農

民
問
題
、
所
収
）
参
照
。

（
日
本
経
済
大
興
、
第
九
巻
）
、
ニ
ハ
頁
Ｏ

（
右
同
書
、
第
二
十
九
巻
）
二
五
一
頁
。

（
岩
波
文
庫
版
）
　
一
一
四
頁
、
天
明
六
年
『
講
国
人
別
改
め
ら
れ

し
に
、
ま
へ
え
子
と
し
（
私
註
、
安
永
九
年
）
よ
り
は
諸
国
に

て
百
四
十
万
人
減
じ
ぬ
、
　
こ
の
減
じ
た
る
人
み
な
死
に
う
せ
し

に
は
あ
ら
ず
只
帳
外
と
な
り
』
云
々
と
あ
る
。

野
村
兼
太
郎
著
「
徳
川
封
建
社
会
の
研
究
」
一
五
四
頁
Ｃ

●



◎＠＠＠＠＠＠

穂
積
重
逮
著
「
五
人
細
制
度
論
」
樹
積
陳
重
編
「
玉
人
組
法
規

集
、
続
編
上
・
下
」
野
村
兼
太
郎
編
著
「
五
人
組
帳
の
研
究
」

等
参
照
Ｃ

（
前
掲
書
）
七
六
－
九
頁
Ｃ

寛
永
二
十
隼
田
畑
永
代
売
買
禁
止
令
の
主
た
る
立
法
趣
旨
は
、

農
民
の
土
地
兼
併
・
喪
失
の
階
層
分
化
の
阻
止
延
い
て
は
封
建

的
貢
租
微
収
生
産
関
係
の
維
持
確
保
に
あ
つ
た
が
、
　
し
か
し
現

実
に
は
田
畑
の
永
代
売
買
が
行
わ
れ
且
つ
か
か
る
永
代
売
買
を

通
じ
て
貧
農
層
が
多
く
嵌
落
退
転
し
た
こ
と
か
ら
、
禁
止
令
の

立
法
趣
旨
の
今
一
っ
は
『
其
身
不
如
意
の
百
姓
は
、
代
々
所
持

の
田
畑
に
離
れ
て
、
退
転
す
ぺ
き
儀
不
便
に
思
召
』
し
た
た
め

だ
と
さ
れ
て
い
る
Ｃ
（
日
本
財
政
経
済
史
料
、
第
二
巻
）
九
二
一

頁
。国

安
寛
氏
「
献
落
百
娃
の
階
層
性
に
つ
い
て
の
一
史
料
」
（
秋
大

史
学
、
創
刊
号
）
Ｃ

（
日
本
農
民
史
料
聚
粋
、
第
六
巻
）
三
七
三
～
四
三
五
頁
、

藤
田
五
郎
著
「
封
建
社
会
の
展
開
遇
程
」
七
～
一
〇
頁
ｃ

（
日
本
経
済
叢
書
、
巻
三
十
四
）
一
三
七
－
八
頁
、
東
大
文
学
部

農
村
史
料
調
査
会
「
近
世
農
村
の
構
造
」
　
ニ
ニ
六
～
七
頁
、
圧

司
吉
之
助
氏
「
東
北
地
方
に
わ
け
る
凶
作
の
史
的
諸
問
題
覚
書
」

（
東
北
経
済
一
二
号
）
参
照
。

徳
川
時
代
に
わ
け
る
農
民
の
「
鉄
落
」

に
つ
い
て
（
岡
本
）

三
　
農
民
猷
落
対
策
と
そ
の
費
態

　
凡
そ
、
土
地
（
耕
作
地
）
が
あ
つ
て
も
農
氏
（
直
接
生
産
者
）
の
存

在
な
き
土
地
は
無
価
値
で
あ
り
、
従
つ
て
、
封
建
領
・
王
の
土
地
領

有
の
対
象
と
し
て
は
無
意
味
に
等
し
い
。
土
地
が
あ
り
其
処
に

直
接
働
く
農
民
が
緕
含
さ
れ
て
い
て
こ
そ
彼
等
の
経
済
的
基
礎

が
確
保
さ
れ
、
土
地
領
有
、
領
主
権
力
○
価
値
づ
け
と
も
な
る

も
の
亡
あ
つ
た
。
従
つ
て
農
氏
が
土
地
を
離
れ
他
所
に
嵌
落
に

及
ぶ
と
い
う
二
と
は
、
農
民
の
土
地
緊
縛
の
封
蓮
杜
会
の
杜
会

的
本
質
の
問
題
に
関
係
す
る
事
は
も
と
よ
り
、
そ
の
数
的
拡
大

は
経
済
的
政
治
的
に
領
主
に
と
つ
て
趣
め
て
重
大
な
問
題
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
幕
藩
領
主
が
と
つ
た
農
民
統
治
策
の
う
ち

に
農
氏
の
挟
落
対
策
に
関
す
る
規
定
が
多
く
み
う
け
ら
れ
る
○

は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
新
る
音
小
味
に
い
、
〃
い
て
次
に
農
氏
の
鉄

落
対
策
に
就
い
て
の
規
定
そ
の
内
容
は
如
何
で
あ
つ
た
か
、
叉

こ
の
規
定
が
現
実
の
農
村
杜
会
に
お
い
て
如
何
な
る
実
態
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
（
一
三
一
）

…祠仲



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
ｈ
巻
・
第
一
号
）

つ
た
か
に
就
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

　
農
民
の
逃
亡
・
鉄
落
に
関
す
る
対
策
と
み
ら
れ
る
も
の
は
古

く
よ
り
存
在
し
、
戦
国
諸
大
名
に
わ
い
て
は
既
に
独
自
の
対
策

規
定
を
設
け
二
れ
を
「
法
度
」
「
条
目
」
「
式
目
」
「
捷
書
」
「
定

書
」
「
箇
条
」
等
々
と
称
す
る
中
に
農
民
の
逃
亡
嵌
落
の
防
止
、

そ
の
遺
庄
の
諸
規
定
を
設
け
て
い
た
二
と
は
人
の
知
る
と
二
ろ

で
あ
一
。
）
う
。
し
か
し
て
斯
る
農
民
の
逃
亡
嵌
落
対
策
は
勿
論
徳

川
幕
府
に
よ
り
よ
り
強
化
さ
れ
た
形
に
わ
い
て
継
続
踏
襲
さ
れ

た
も
の
で
あ
つ
た
ｏ

　
慕
府
は
寛
■
永
十
二
年
に
御
領
私
領
共
に
年
貢
引
負
嵌
落
百
姓

の
宿
を
致
し
た
者
は
曲
事
と
な
し
、
蒐
永
二
十
年
の
「
土
民
仕

置
」
に
わ
い
て
こ
れ
と
略
々
同
趣
旨
の
こ
と
を
繰
返
え
す
と
と

も
に
、
も
し
地
頭
代
官
の
仕
置
が
悪
く
、
百
姓
堪
忍
な
し
辮
け

れ
ば
、
作
貢
皆
済
い
た
し
た
上
は
立
退
き
近
溜
な
り
と
も
居
咋

し
て
も
良
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
一
見
嵌
落
を

認
め
て
い
る
か
の
如
き
印
象
を
受
く
る
が
、
実
際
に
征
貢
皆
済

を
な
し
得
る
程
の
百
姓
で
あ
れ
ば
立
退
く
必
要
は
な
か
つ
た
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
（
二
三
一
）

あ
ろ
う
。
次
い
で
寛
文
六
年
に
は
、
征
貢
引
負
敏
落
致
し
た
と

き
そ
の
者
の
任
貢
は
五
人
組
或
は
村
中
と
し
て
弁
納
皆
済
せ
し

め
、
其
の
上
嵌
落
百
姓
の
尋
出
し
を
命
じ
て
い
る
。
寛
文
二
〇

年
の
「
郷
村
御
触
」
に
わ
い
て
も
猿
に
他
所
へ
罷
出
る
百
姓
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ら
ば
急
度
曲
事
に
申
付
け
る
と
な
し
て
い
る
。
斯
る
趣
旨
の
規

定
は
多
く
五
人
組
帳
前
書
と
な
し
、
瑠
村
、
農
民
へ
の
布
達
と

そ
の
実
践
に
徹
底
を
期
し
も
つ
て
農
民
の
嵌
落
対
策
と
な
し
た

も
の
で
あ
つ
た
。
諾
藩
又
右
の
趣
旨
略
々
同
様
に
し
て
夫
々
方

策
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
加
賀
藩
に
お
い
て
は
、
凡
そ
次
の
よ
う
な
事
が
規

定
き
れ
て
い
た
。
走
百
姓
の
抱
・
宿
主
は
成
敗
、
其
村
と
し
て

屋
別
に
米
一
石
宛
出
す
こ
と
。
走
百
姓
屈
出
に
つ
い
て
御
法
度

に
背
き
屈
出
な
け
れ
ば
十
村
但
肝
煎
は
成
敗
す
る
。
走
百
姓
の

儀
は
十
村
組
と
し
て
尋
出
し
、
走
百
姓
が
他
国
致
し
当
分
尋
出

し
得
な
い
と
き
は
、
走
百
姓
手
前
の
年
貢
米
夫
役
諸
役
を
十
村

組
と
し
て
負
担
す
る
こ
と
。
叉
若
し
走
百
姓
還
住
せ
ざ
る
間
は

跡
式
を
十
村
粗
と
し
て
耕
作
し
、
年
貢
諸
役
を
年
々
弁
納
す
ろ



二
と
Ｃ
な
わ
走
百
姓
抱
・
宿
主
を
密
告
し
た
も
○
に
は
、
御
褒

美
に
金
子
一
枚
宿
主
○
家
財
雑
具
迄
訴
人
に
与
え
る
。
（
以
上
慶

長
六
－
二
〇
年
間
に
わ
け
る
規
定
）
又
走
百
姓
抱
宿
・
王
は
走
人
共

に
死
罪
、
走
石
姓
○
跡
式
は
組
中
他
組
に
て
も
枠
多
き
者
、
田

地
持
た
ぎ
る
考
で
年
貢
沸
役
滞
な
く
負
担
仕
る
旨
請
人
を
立
て

田
地
主
に
望
む
者
が
あ
れ
ば
そ
の
考
を
永
代
百
姓
に
申
付
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
。
（
以
上
寛
永
年
間
）
等
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　
叉
大
垣
濡
に
わ
け
る
寛
永
十
一
二
仔
、
の
「
走
候
百
姓
御
法
度
」

に
、
よ
れ
ば
、
御
百
姓
一
人
た
り
と
も
走
れ
ば
五
人
組
拝
十
村
組

と
し
て
尋
出
し
召
返
す
二
と
。
若
し
罷
帰
ら
ず
ば
其
縁
者
親
類

其
村
中
井
十
村
組
へ
か
わ
り
何
方
む
り
と
・
も
尋
出
す
二
と
。
走

百
姓
○
跡
日
畑
は
召
上
げ
隣
郷
．
○
者
で
も
誰
に
で
も
下
さ
れ

る
、
二
〇
場
含
走
百
姓
其
村
へ
永
代
召
返
す
必
婁
は
仁
い
、
走

百
姓
に
二
役
行
り
と
も
宿
を
与
え
た
者
は
急
度
峠
．
ん
さ
く
す

ろ
。
走
百
姓
当
国
他
同
に
罷
在
つ
で
、
も
聞
次
第
訴
え
出
一
」
者
に

は
御
褒
芙
と
し
て
令
銀
を
与
え
其
考
９
家
財
を
与
え
る
。
走
百

姓
（
り
家
屋
吸
は
自
領
他
領
を
問
わ
ず
其
村
井
十
村
組
と
し
て
才

　
　
徳
川
時
代
に
お
け
る
農
民
の
「
猷
落
」
に
つ
い
て
（
岡
本
）

覚
し
能
き
百
姓
を
早
々
入
湿
き
跡
々
田
畑
を
荒
さ
ぬ
よ
う
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
二
と
と
規
定
さ
れ
て
い
た
Ｃ

　
或
は
叉
昆
張
藩
に
わ
い
て
は
、
御
領
分
○
百
姓
が
献
落
し
片
」

と
き
、
其
所
の
代
官
所
役
人
へ
庄
屋
組
頭
五
人
組
等
が
早
速
申

屈
け
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
若
し
遅
参
す
れ
ば
籍
舎
と
な
す
。
又
挟

落
百
姓
は
其
村
の
庄
屋
百
姓
中
と
し
て
、
急
度
尋
出
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。
若
し
尋
出
す
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
其
口
叩
に
よ
っ
て
籠

舎
或
は
過
料
と
な
し
、
献
落
百
姓
其
宿
主
は
科
の
軽
重
に
よ
り

死
罪
籠
舎
と
な
す
－
、
し
規
定
さ
れ
て
わ
り
、
敏
落
百
姓
尋
出
し
に

関
し
て
斑
永
十
九
年
の
「
御
国
奉
行
衆
へ
申
渡
之
留
」
に
次
○

よ
う
な
興
味
あ
る
定
め
が
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
敏
落
し
た
百

姓
が
其
代
官
給
人
と
相
対
に
て
帰
っ
ム
」
と
き
は
一
、
何
の
卸
構
も

無
之
』
と
し
て
許
す
。
と
二
ろ
が
右
の
よ
う
に
し
て
挟
落
百
姓

帰
ら
ざ
る
・
、
し
き
は
、
御
国
奉
行
衆
よ
り
其
村
○
百
姓
と
し
て
尋

出
し
を
命
せ
ら
れ
る
。
尋
出
す
二
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
嵌
落

百
姓
其
宿
主
は
二
十
日
の
籠
舎
、
其
村
中
の
百
姓
は
科
め
な

い
。
し
か
し
宕
尋
出
し
を
命
ぜ
ら
れ
還
住
せ
し
め
得
な
い
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二
（
二
二
一
二
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
一
号
）

は
、
次
に
日
数
五
十
日
内
の
〔
切
尋
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
の
日
切

内
に
尋
出
し
得
れ
ば
嵌
落
百
姓
宿
主
は
三
十
日
の
籠
舎
、
其
村

中
Ｏ
百
姓
は
科
め
な
い
ｃ
し
か
し
更
に
右
の
如
く
に
し
て
な
お

尋
出
し
得
な
い
と
き
、
其
村
○
庄
屋
鳥
目
三
百
文
、
十
人
組
二

百
文
、
勉
百
姓
百
文
宛
の
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
二
と
と
し
、
右

日
切
後
に
敏
落
百
姓
、
宿
主
が
発
見
さ
れ
た
と
き
は
そ
の
と
き

の
科
の
軽
重
に
よ
り
籠
舎
或
は
死
罪
に
処
せ
ら
れ
る
も
の
と
さ

　
　
　
＠

れ
て
い
た
。

　
以
上
は
徳
川
初
期
に
わ
け
る
農
民
の
嵌
落
対
策
に
関
す
る
藩

規
定
の
若
干
の
事
例
で
あ
る
が
、
他
の
藩
に
あ
つ
て
も
右
と
は

大
同
小
異
、
路
々
類
似
の
規
定
を
多
く
設
け
て
い
た
こ
と
此
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
敢
え
て
累
説
す
る
ま
で
も
な
い
。
今
右
の
規
定
の
凡
そ
説
く

と
こ
ろ
を
箇
条
書
す
れ
ば
次
の
如
く
に
な
る
。
即
ち
ｏ
嵌
落
百

姓
そ
の
者
に
対
す
る
厳
罪
主
義
、
の
嵌
落
百
姓
の
抱
・
宿
主
或

は
嵌
落
百
姓
を
出
し
た
親
類
組
村
中
に
対
す
る
連
坐
制
、
卿
挟

落
百
姓
の
届
出
と
そ
の
捜
索
還
住
及
び
、
↑
Ｄ
敏
落
百
姓
の
未
進

貢
租
弁
納
の
親
類
組
村
中
に
対
す
る
連
帯
責
任
制
、
例
嵌
落
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
．
一
四
（
ニ
ニ
、
四
）

姓
の
遺
し
た
跡
田
畑
の
処
握
方
法
、
伽
鉄
落
百
姓
発
見
手
段
と

し
て
の
密
告
褒
賞
制
等
で
あ
る
、
こ
れ
等
は
主
と
し
て
嵌
落
百

姓
の
発
生
を
み
た
場
合
に
わ
け
る
事
後
策
で
は
あ
る
が
、
も
と

よ
り
二
れ
等
対
策
規
定
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
、
献
落
百
姓
発
生

の
事
後
策
払
」
る
と
同
時
に
嵌
落
百
姓
未
然
防
止
策
に
あ
つ
た
こ

、
、
し
い
う
ま
で
も
な
く
、
右
の
厳
罰
主
義
、
連
坐
制
、
連
帯
責
任

制
等
は
嵌
落
百
姓
未
然
防
止
の
た
め
の
威
嚇
的
効
果
を
多
分
に

ね
ら
つ
た
も
の
と
い
え
る
ｏ

　
と
こ
ろ
で
右
の
対
策
規
定
の
中
に
あ
つ
て
、
現
実
に
挟
落
百

姓
が
発
生
し
た
と
き
、
領
主
に
と
り
何
よ
り
も
ま
づ
緊
急
の
問

題
は
、
側
の
献
落
百
姓
の
帰
出
と
そ
の
捜
索
還
住
に
あ
り
、
叉

↑
Ｄ
及
び
働
の
挟
落
百
姓
未
進
責
租
の
同
牧
、
嵌
落
百
姓
跡
田
畑

の
処
置
方
法
如
何
に
あ
つ
た
と
い
い
得
る
ｏ
蓋
し
こ
の
事
は
既

に
触
れ
て
も
い
る
如
く
、
一
つ
に
は
近
世
の
封
建
農
民
は
土
地

へ
の
緊
縛
、
身
分
的
固
定
の
法
制
的
規
定
に
東
縛
せ
ら
れ
て
い

た
と
い
う
一
つ
の
杜
会
本
質
的
問
題
に
関
係
し
、
他
は
領
主
の

領
域
経
済
の
基
礎
構
造
は
、
斯
る
封
建
農
民
に
よ
る
土
地
生



産
、
墾
言
す
れ
ぼ
封
建
的
貢
租
徴
牧
生
産
関
係
に
存
し
た
と
い

う
極
め
て
重
大
な
経
済
的
問
題
に
直
接
関
係
す
る
緊
焦
間
題
で

あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
斯
る
意
味
に
わ
い
て
此
処
で
は
主
と
し

て
右
の
卿
、
↑
Ｄ
及
び
伺
の
対
策
規
定
に
就
い
て
、
そ
の
内
容
に

若
干
の
説
明
を
与
え
る
と
と
も
に
、
二
れ
等
対
策
規
定
が
現
実

○
農
村
杜
会
に
わ
い
て
如
何
な
る
実
態
を
と
つ
た
か
に
就
き
そ

の
一
斑
を
窺
う
こ
と
と
し
た
い
。

　
倒
の
敏
落
百
姓
の
届
出
と
そ
の
捜
索
還
住

　
土
地
に
緊
縛
さ
れ
、
身
分
的
固
定
の
法
制
的
規
定
を
う
け
て

い
た
近
世
の
封
建
農
民
は
、
自
由
に
土
地
を
離
れ
叉
他
に
職
を

選
ぶ
こ
と
が
原
則
的
に
許
さ
れ
て
わ
ら
ず
、
従
っ
て
も
し
敢
え

て
官
許
な
き
個
別
的
土
地
離
脱
を
行
え
ば
、
そ
れ
が
直
ち
に
非

含
法
的
な
農
民
の
逃
亡
・
敏
落
と
断
ぜ
ら
れ
た
こ
と
既
に
触
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
当
時
嵌
落
百
姓
に
対

し
て
は
、
必
然
的
に
土
地
緊
縛
作
用
と
し
て
の
還
庄
の
強
制
が

行
わ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
当
面
の
間
題
た
る
親
類

組
村
中
の
連
帯
責
任
に
よ
る
敏
落
百
姓
の
屈
出
、
捜
索
の
強
制

　
　
　
徳
川
時
代
に
お
け
る
農
民
の
「
鉄
落
」
に
つ
い
て
（
岡
本
）

は
こ
の
表
わ
れ
に
外
な
ら
な
い
Ｏ

　
さ
て
嵌
落
百
姓
の
発
生
を
み
た
と
き
、
亥
づ
領
主
に
と
つ
て

強
い
関
心
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
嵌
落
百
姓
の
屈

出
で
あ
る
。
嵌
落
百
姓
を
捜
索
還
住
せ
し
め
る
前
提
と
し
て
屈

出
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
親
類
組
村
中
の
者
が
連
坐
の

刑
を
恐
れ
、
嵌
落
事
実
の
隠
瞥
を
計
り
意
識
的
に
届
出
を
行
わ

な
か
つ
た
と
す
れ
ば
、
嵌
落
百
姓
捜
索
還
注
の
問
題
は
一
応
生

じ
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
従
つ
て
此
処
に
領
主
は
親
類
組
村
中

に
対
し
届
出
の
連
帯
責
任
を
刑
罰
を
も
つ
て
強
制
し
た
も
の
で

あ
つ
た
。
こ
の
点
先
例
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
嵌
落
百
姓
の
屈
出
の
強
制
が
行
わ
れ
て
は
じ
め

て
そ
の
捜
索
還
住
が
領
主
に
と
り
現
実
の
間
題
と
な
り
得
た
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
斯
る
捜
索
還
住
も
叉
親
類
組
村
中
の
連

帯
責
任
に
わ
い
て
一
定
期
間
内
に
行
う
こ
と
を
強
制
し
た
も
の

で
あ
る
。
当
時
こ
の
敏
落
百
姓
の
捜
索
期
間
は
必
ず
し
も
一
定

し
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
が
、
一
般
的
に
は
．
『
三
十
日
宛
六
限

合
百
八
十
日
」
の
所
謂
『
日
隈
尋
』
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
五
（
二
二
五
）

…

」

声



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
一
号
）

　
＠り

、
も
し
こ
の
期
間
内
に
捜
索
を
な
し
得
な
け
れ
ば
、
親
類
組

村
中
の
も
の
は
一
定
の
処
罰
を
う
け
る
と
と
も
に
、
更
に
無
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

限
の
捜
索
た
る
「
永
尋
』
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ

の
点
に
就
き
幕
領
に
関
し
記
す
る
「
地
方
凡
例
録
」
で
は
、
嵌

落
百
姓
を
届
出
れ
ば
『
定
例
の
如
く
三
十
日
づ
っ
六
限
に
た
づ

子
申
付
、
百
八
十
日
相
た
づ
子
不
。
出
時
は
、
た
づ
子
方
等
閑

の
趣
親
類
村
役
入
叱
置
、
請
証
文
取
レ
之
、
永
た
づ
ね
う
か
が

　
　
　
　
　
　
　
＠

ひ
出
す
』
と
さ
れ
、
叉
幕
末
幕
藩
各
地
の
事
借
を
広
く
推
測
せ

し
め
る
に
足
る
「
全
国
民
事
類
例
集
」
は
、
コ
般
の
通
例
」
と

し
て
『
凡
そ
失
院
者
あ
れ
ば
親
類
組
含
に
て
精
々
尋
方
を
な

し
、
役
場
を
経
て
屈
出
れ
ば
、
月
限
尋
を
命
ぜ
ら
れ
、
六
ケ
月

を
経
て
行
方
知
ら
ざ
れ
ば
永
尋
と
な
り
』
云
々
と
概
観
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

い
る
こ
と
に
よ
つ
て
知
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
如
く
敏
落
百
姓
の
屈
出
と
一
定
期
間
に
わ
け
る
捜
索

を
親
類
組
村
中
の
連
帯
責
任
に
わ
い
て
強
制
し
た
も
の
で
あ

り
、
且
つ
こ
れ
が
右
「
類
例
集
」
の
概
観
か
ら
各
地
農
民
間
に

大
体
守
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
六
（
ニ
ニ
六
）

が
、
し
か
し
現
実
に
お
け
る
嵌
落
百
姓
の
屈
出
、
捜
索
の
強
制

や
そ
の
遵
守
程
度
は
一
様
で
な
く
、
挟
落
百
姓
の
田
畑
所
有
事

惜
の
如
何
、
一
村
一
領
の
農
業
労
働
力
事
借
の
如
何
に
よ
つ

て
、
鉄
落
百
姓
捜
索
の
強
制
事
借
も
異
つ
た
と
考
え
ら
れ
、
叉

届
出
、
捜
索
の
強
制
が
各
地
農
民
間
に
あ
つ
て
大
体
遵
守
さ
れ

て
い
た
と
は
い
え
、
厳
罰
主
義
の
あ
る
と
こ
ろ
却
つ
て
意
識
的

に
届
出
を
な
さ
ざ
る
か
、
若
し
く
は
屈
出
を
な
す
に
せ
よ
、
名

目
的
に
出
稼
な
ど
の
合
法
的
な
離
村
理
由
を
設
け
て
屈
出
る
と

い
う
事
惜
の
存
し
た
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ｏ

　
前
述
に
お
い
て
既
に
明
ら
か
な
如
く
、
商
品
・
貨
幣
経
済
発

達
の
杜
会
経
済
的
事
借
の
趨
勢
の
う
ち
に
、
水
呑
的
階
屑
或
は

潰
百
姓
に
よ
つ
て
、
多
く
敏
落
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た

が
、
斯
る
事
実
の
反
映
と
し
て
近
世
中
期
以
降
に
至
つ
て
は
、

敏
落
百
姓
捜
索
の
強
制
事
情
必
ず
し
も
一
律
で
は
な
く
、
た
と

え
零
細
と
は
い
え
田
畑
を
所
有
し
な
が
ら
鉄
落
せ
し
者
と
然
ら

ざ
る
も
の
と
に
対
す
る
捜
索
の
強
制
事
情
は
異
に
し
て
い
た
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
鉄
落
百
姓
が
発
生
す
れ
ぱ
．
そ
の



す
べ
て
が
等
し
く
捜
索
強
制
の
対
象
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
ま
づ
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に

関
す
る
説
明
資
料
と
し
て
先
例
に
み
た
尾
張
溝
に
就
い
て
み
よ

う
。
昆
張
藩
に
わ
い
て
は
寛
永
十
二
年
献
落
百
姓
の
捜
索
に
日

切
尋
の
段
階
を
設
け
、
夫
々
の
処
罰
規
定
を
設
け
て
捜
索
の
強

制
を
厳
し
く
行
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
近
世
中

期
に
至
つ
て
、
「
近
来
廿
日
程
尋
候
而
不
二
相
知
一
村
方
願
候
へ

ば
尋
御
冤
之
儀
も
有
１
之
、
是
は
右
申
年
（
私
註
享
保
十
三
年
）
之

定
書
之
内
に
、
至
極
貧
敷
百
姓
致
二
猷
落
一
尋
出
候
も
畢
境
居
住

も
難
。
成
程
之
者
は
常
々
之
儀
令
二
吟
味
一
答
等
も
無
ノ
之
候
は
ば

尋
出
に
及
間
鋪
哉
否
之
境
、
其
筋
勘
弁
之
上
何
れ
共
可
二
申
付
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
有
１
之
故
歎
」
の
記
録
に
み
る
如
く
、
此
処
で
は
鉄
落
百
姓

の
捜
索
を
強
制
し
還
住
せ
し
め
て
も
、
そ
の
者
が
耕
作
す
べ
き

田
畑
な
く
住
む
べ
き
任
居
も
な
く
畢
境
生
計
立
ち
難
い
よ
う
な

嵌
落
百
姓
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
者
が
別
段
刑
事
的
犯
罪
を
動
機

と
し
た
猷
落
で
な
け
れ
ば
、
村
方
が
「
尋
御
免
」
願
を
出
す
こ

と
が
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
田
畑
家
屋
敷
所
持
の
猷
落

　
　
徳
川
時
代
に
お
け
る
農
民
の
「
歓
落
」
に
つ
い
て
（
岡
本
）

百
姓
と
は
異
な
り
、
そ
の
跡
株
の
相
続
引
詩
の
間
題
が
生
じ
俸

な
い
と
と
も
に
、
叉
斯
る
者
は
一
応
封
建
的
貢
租
の
徴
牧
生
産

関
係
外
に
立
つ
た
者
と
し
て
、
そ
の
捜
索
の
強
制
を
厳
し
く
行

う
必
要
が
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
斯
る
点
に
鉄
落
百
姓
捜

索
の
強
制
が
嵌
落
百
姓
の
す
べ
て
は
対
し
て
等
し
く
な
さ
れ
た

と
は
い
え
な
い
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
猷
落
百
姓

の
捜
索
の
強
制
事
借
以
上
の
如
く
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
は
嵌
落

百
姓
個
々
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
一

村
一
領
の
大
局
か
ら
み
て
領
主
に
と
り
、
農
民
の
挟
落
に
よ
る

農
業
労
働
力
の
不
足
、
手
余
田
の
発
生
延
い
て
封
建
的
貢
租
徴

牧
生
序
関
係
○
柚
澗
と
も
な
れ
ば
、
た
と
え
右
の
如
き
極
貧
の

嵌
落
百
姓
で
あ
っ
て
も
そ
の
者
の
捜
索
の
強
制
は
も
と
よ
り
、

刑
事
的
犯
罪
を
犯
し
た
挟
落
百
姓
に
就
い
て
す
ら
「
兼
々
答

有
１
之
尋
中
の
も
の
に
て
も
か
ろ
く
仕
置
可
レ
被
１
致
－
と
し
て

遺
庄
を
許
し
耕
作
に
従
事
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
以
上
の
点
に
嵌
落
百
姓
捜
索
の
強
制
の
実
態
を
み
る
こ
と
が

出
来
る
。
と
こ
ろ
で
次
に
鉄
落
百
姓
の
届
出
、
捜
索
の
強
制
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
七
（
ニ
ニ
七
）
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各
地
農
民
間
に
お
い
て
大
体
遵
守
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
し

か
し
前
掲
の
「
全
国
民
事
類
例
集
」
が
示
す
各
地
慣
例
の
中
に

は
、
他
に
別
段
犯
罪
が
な
け
れ
ば
失
腺
者
が
あ
っ
て
も
届
出
を

行
わ
な
い
と
す
る
地
方
（
盤
城
国
白
河
郡
、
陸
申
国
岩
手
郡
、
越
前

国
敦
賀
郡
）
や
他
領
へ
無
屈
で
出
る
者
に
対
し
て
は
厳
罰
の
藩

法
が
あ
る
た
め
、
犯
罪
に
よ
ら
な
い
失
除
人
は
そ
の
倦
屈
け
な

い
で
、
年
を
経
て
「
松
前
出
稼
」
と
名
目
を
い
つ
わ
つ
て
屈
出

る
地
方
（
陸
奥
国
津
軽
郡
）
、
叉
『
失
際
の
跡
を
掩
い
他
日
帰
来

の
地
を
な
す
術
』
と
し
て
失
腺
者
が
あ
つ
て
も
届
出
ず
、
宗
門

改
の
節
ま
で
帰
来
し
な
け
れ
ば
口
上
に
て
肝
煎
に
『
銅
山
出

稼
」
、
『
銀
山
出
稼
」
と
の
名
儀
を
設
け
届
出
る
、
斯
く
す
れ
ば

何
時
帰
来
し
て
も
答
を
う
け
な
い
と
す
る
地
方
（
羽
後
国
秋
田

郡
）
等
の
あ
つ
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
先

に
も
触
れ
た
如
く
厳
罰
主
義
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
連
坐
の
刑
を

恐
れ
て
の
歓
落
事
実
の
隠
瞥
で
あ
る
と
と
も
に
、
叉
先
述
に
述

べ
来
っ
た
農
民
の
鉄
落
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
一
般
的
事
情
（
主

と
し
て
童
建
釣
貢
租
の
重
狂
）
に
対
す
る
農
扉
相
互
に
抱
い
た
伺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
八
（
一
一
二
八
）

惜
的
な
感
惜
が
こ
う
し
た
拳
に
至
ら
し
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ

＠
る
。
わ
れ
わ
れ
は
斯
る
史
実
の
存
在
に
鉄
落
百
姓
の
屈
出
、
捜
－

索
強
制
の
農
村
杜
会
に
わ
け
る
実
態
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。

　
側
と
伺
の
鉄
落
百
姓
跡
株
の
処
置

　
幕
藩
領
主
の
領
域
経
済
の
基
礎
構
造
は
、
封
建
農
民
に
よ
る

土
地
生
産
、
封
建
的
貢
租
徴
牧
生
産
関
係
に
あ
つ
た
と
い
う
経

済
的
間
題
か
ら
し
て
、
生
産
者
或
は
貢
租
負
担
者
た
る
農
氏
の

挟
落
は
、
領
主
に
と
り
極
め
て
重
大
な
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
斯
く
て
一
方
に
お
い
て
は
右
述
の
如
く
嵌
落
農
民
の
屈

出
、
捜
索
還
住
を
組
村
申
の
連
帯
責
任
と
し
て
強
制
す
る
と
と

も
に
、
他
方
に
わ
い
て
は
嵌
落
百
姓
の
未
進
年
貢
、
跡
田
畑
の

善
後
策
を
構
じ
も
つ
て
一
村
一
領
の
土
地
生
産
、
貢
租
徴
牧
生

産
関
係
の
維
持
確
保
に
つ
と
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
ま
づ
鉄
落
百
姓
の
未
進
年
貢
の
処
置
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
説

明
す
る
ま
で
も
な
く
組
或
は
村
中
の
連
帯
責
任
に
お
い
て
弁
納

雇
強
制
し
尤
も
の
で
あ
つ
て
、
凡
そ
貢
租
徴
炊
に
潤
す
る
帳
り



呵
責
な
る
牧
奪
を
行
う
事
を
常
と
し
た
領
主
に
と
つ
て
、
嵌
落

百
姓
の
末
進
乍
貢
に
対
し
て
も
、
も
と
よ
り
容
赦
は
な
か
つ
ル
」

の
で
あ
る
。
斑
永
十
九
｝
備
中
国
窪
屋
郡
倉
敷
村
の
五
人
組
一

札
に
は
『
年
貢
未
進
仕
五
人
組
の
内
四
人
迄
闘
落
仕
候
共
一
人

と
し
て
急
度
返
弁
納
可
仕
事
』
と
さ
れ
、
此
処
で
は
五
人
組
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

対
す
る
連
帯
責
任
を
巌
し
く
追
求
し
て
わ
り
、
叉
寛
文
四
年
辰

十
二
月
極
の
加
賀
藩
に
わ
け
る
「
走
り
百
姓
跡
年
責
米
等
弁
納

御
定
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
「
拾
の
内
三
っ
は
請
人
、
二
っ
は
十

村
、
三
つ
は
村
中
、
二
つ
は
近
所
之
組
合
』
と
の
割
含
を
試
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

弁
納
せ
し
め
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
み

て
も
嵌
落
百
姓
未
進
責
租
回
牧
に
対
す
る
領
主
の
呵
責
な
る
態

度
の
一
端
を
知
る
事
が
出
来
よ
う
。
も
と
よ
り
斯
る
未
進
貢
租

の
連
帯
責
任
の
強
制
は
、
嵌
落
百
姓
を
出
し
た
農
民
の
間
に
直

接
の
利
害
関
係
を
費
ら
す
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
二
れ
は
農
民

嵌
落
の
防
止
策
と
し
て
の
効
果
を
も
ね
ら
つ
た
も
の
で
あ
る
ア
し

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
斯
く
の
如
く
嵌
落
百
姓
の
未
進
貢
租
の
弁
納
を
組
或
は
村
中

　
　
　
弁
嶋
代
ぶ
け
る
農
唱
「
鷹
一
に
つ
い
て
一
凋
省

○
連
帯
責
任
と
し
て
強
制
し
た
も
○
で
あ
っ
ル
」
が
、
し
か
し
問

魎
は
串
に
木
進
貢
租
円
一
阿
牧
だ
け
に
と
ど
↓
ソ
一
る
も
の
で
は
ダ
び

い
。
寧
ろ
そ
の
後
に
わ
け
る
責
租
徴
牧
生
産
関
係
○
持
続
的
確

保
、
婁
言
す
れ
ば
嵌
落
百
姓
の
跡
田
畑
を
如
何
な
る
万
法
に
よ

つ
て
善
処
す
る
か
と
い
う
二
と
○
方
が
遙
ケ
に
重
要
な
問
題
で

あ
つ
壮
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
二
〇
点
に
就
い
て
み
よ

一
つ
ｏ

　
田
畑
所
持
の
百
姓
が
挟
落
に
及
ん
だ
と
き
、
そ
の
跡
株
は
近

世
初
期
に
お
い
て
は
、
闘
所
処
分
に
附
さ
れ
た
が
、
申
期
以
降

に
お
い
て
は
答
な
き
嵌
落
百
姓
の
跡
株
は
、
關
所
と
さ
れ
る
事

　
　
　
　
　
ゆ

が
な
か
つ
ル
」
。
と
こ
ろ
で
田
畑
所
持
の
献
落
百
姓
の
跡
田
畑
は

捜
索
中
主
と
し
て
親
類
組
村
申
の
管
理
に
置
か
れ
共
同
耕
作
の

所
謂
「
村
惣
作
」
を
も
つ
て
跡
田
畑
の
荒
廃
を
防
止
井
、
、
ね
ば
な

ら
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
嵌
落
百
姓
の
捜
索
還
庄
を

遂
げ
る
こ
と
が
出
来
ず
永
尋
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
献
落
百
姓

の
跡
田
畑
は
誰
か
個
人
に
引
誇
相
続
さ
せ
『
壱
軒
分
の
跡
を
立

可
申
」
と
さ
れ
て
い
た
。
二
の
跡
田
畑
の
引
請
椙
続
に
協
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
九
（
ニ
ニ
九
～

，
ギ
　
　
　
　
　
　
．
熱
一
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「
地
方
凡
例
録
」
の
記
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ま
づ
子
供
が

椙
続
し
、
椙
続
す
べ
き
子
供
な
き
と
き
次
に
親
類
に
引
誇
け
さ

せ
る
が
、
棉
続
す
べ
き
親
類
も
な
け
れ
ば
、
．
村
中
好
見
の
者
を

吟
味
の
上
引
詩
け
さ
す
、
し
か
し
二
れ
に
て
も
相
続
す
べ
き
引

誇
人
な
き
と
き
「
田
畑
は
村
惣
作
に
申
附
」
『
鑓
家
家
財
は
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

札
に
い
た
し
相
払
」
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　
当
時
献
落
百
姓
の
跡
田
畑
に
就
い
て
は
、
訣
落
百
姓
こ
の
一

軒
分
の
跡
は
こ
れ
を
勝
手
に
分
散
し
た
り
持
添
え
す
る
事
は
許

さ
れ
て
わ
ら
ず
、
護
か
に
椙
続
引
詩
け
さ
せ
耕
作
せ
し
む
る
を

原
則
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
土
地
の
分
散
、
集
中
の
禁
止
の
趣

旨
に
適
合
せ
し
め
、
又
貢
租
負
担
者
の
名
を
確
定
し
て
お
く
た

め
の
措
置
で
あ
つ
た
が
、
し
か
し
こ
の
一
軒
分
跡
株
一
百
姓
の

原
則
を
立
て
得
な
い
と
き
は
所
謂
「
村
惣
作
」
と
い
う
彩
で
も

つ
て
組
或
は
村
惣
百
姓
の
共
同
耕
作
と
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
「
村
傲
作
」
の
意
義
は
、
凡
そ
次
の
点
に
求
め
る
こ

と
が
出
来
る
。

　
い
　
村
惣
作
は
所
に
よ
つ
て
は
「
ゆ
ひ
」
の
慣
行
と
し
て
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
（
一
四
〇
）

わ
れ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
献
落
百
姓
跡
株
に
対
す

る
上
か
ら
の
「
村
惣
作
」
の
強
制
は
、
農
村
内
部
か
ら
自
生
的

に
生
み
出
さ
れ
た
農
氏
相
互
協
力
の
「
り
ひ
」
の
慣
行
と
は
異

な
り
、
こ
れ
は
全
く
領
主
の
貢
租
徴
牧
生
産
関
係
維
持
確
保
の

巧
み
な
善
後
策
で
あ
り
、
叉
「
村
惣
作
」
に
よ
る
農
民
の
労
働

負
担
加
重
を
も
つ
て
鉄
落
防
止
の
効
果
を
ね
ら
つ
た
も
の
で
あ

る
ｏ

　
同
　
「
村
惣
作
」
の
強
制
は
、
敏
落
百
姓
の
捜
索
還
住
の
強

制
に
関
連
し
て
、
こ
れ
は
鉄
落
百
姓
へ
の
跡
株
（
先
株
）
取
戻

し
を
予
定
し
て
の
措
置
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
に
就
い
て
「
地
理
細
論
集
巻
之
二
」
の
記
す
る
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
『
逐
電
敏
落
百
姓
の
田
地
は
取
上
げ
候
法
に

て
候
、
払
田
に
は
不
。
致
、
総
作
に
申
付
置
、
何
の
科
な
く
身

代
不
。
成
、
逐
電
献
落
候
者
は
、
答
無
之
候
故
、
後
〔
立
席
候

節
、
田
為
取
候
事
も
有
１
之
故
総
作
に
申
付
置
事
」
と
あ
り
帖

こ
れ
と
略
々
同
文
の
も
の
が
「
辻
六
左
ヱ
門
上
書
」
に
も
見
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。



　
い
　
以
上
Ｏ
如
く
「
村
惣
作
」
は
、
領
主
に
と
つ
て
貢
租
徴

牧
生
産
関
係
の
維
持
確
保
に
つ
と
め
、
農
民
に
対
し
共
同
耕
作

の
労
働
負
担
加
東
に
よ
る
嵌
落
防
止
の
効
果
を
ね
ら
い
、
叉
献

落
百
姓
帰
げ
先
株
取
戻
し
を
予
定
し
て
の
措
畳
で
あ
つ
汀
が
、

二
の
他
に
「
村
惣
一
作
」
は
、
挟
落
百
姓
跡
田
畑
の
分
散
従
つ
て

土
地
○
兼
併
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
意
図
も
存
し
た
も
○
で
あ

つ
て
、
「
村
惣
作
」
の
封
建
的
意
義
は
凡
そ
以
上
の
点
に
見
出

す
二
と
が
出
来
よ
う
ｏ

　
献
落
百
姓
の
跡
株
の
処
置
に
就
い
て
は
右
に
述
べ
た
如
く
で

あ
る
。
し
か
し
既
述
に
明
ら
か
な
如
く
現
実
に
お
け
る
農
民
の

献
落
は
、
水
呑
的
階
層
或
は
潰
百
姓
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
田
畑
を
喪
失
し
た
百
姓
の
挟
落
が
多
く
み
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
従
つ
て
斯
る
場
含
に
あ
つ
て
は
右
に
み
た
よ
う
な

敏
落
百
姓
株
処
置
○
問
題
が
生
じ
得
ず
、
た
だ
田
畑
所
持
○
嵌

落
百
姓
の
場
合
に
の
み
そ
れ
が
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
田
畑
所
持
の
嵌
落
百
姓
で
あ
つ
て
も
、
実
は
多
く
の
場
合

高
利
な
借
金
の
質
物
と
な
し
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
つ
た
が
、

　
　
徳
川
時
代
に
わ
け
る
農
民
の
「
鉄
落
」
に
つ
い
て
（
岡
本
）

斯
る
場
合
に
わ
け
る
敏
落
百
姓
○
跡
田
畑
Ｈ
質
地
○
処
置
は
如

何
に
な
さ
れ
た
か
、
塾
言
す
れ
ば
嵌
落
百
姓
の
跡
田
畑
は
多
く

富
裕
農
民
の
高
利
貸
付
資
本
に
よ
る
質
物
関
係
に
置
か
れ
て
い

た
の
が
常
で
あ
つ
た
が
、
斯
る
場
含
に
あ
っ
て
右
述
の
如
く
、

挟
落
百
姓
の
跡
株
を
誰
か
引
講
相
続
人
に
与
え
或
は
又
村
惣
作

に
附
さ
れ
た
も
○
で
あ
る
か
ど
う
か
、
債
権
者
た
る
高
利
貸
付

資
本
家
の
債
権
同
牧
は
如
何
に
な
さ
れ
た
か
○
間
題
を
現
実
○

問
題
と
し
て
間
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
地
十
刀
凡
例
録
」
に
よ
つ
て
、
嵌
落
百
姓
の
跡
田
畑
処
置
に

関
す
る
規
定
を
み
た
が
、
同
書
に
よ
れ
ば
田
畑
所
持
の
敏
落
百

姓
が
他
借
な
ど
し
て
嵌
落
し
た
場
合
、
こ
の
嵌
落
百
姓
の
跡
田

畑
の
処
分
に
就
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
却
ち
一
、
他
借

な
ど
し
て
、
嵌
落
致
し
跡
株
分
散
致
し
度
貸
方
よ
り
願
出
る
と

も
、
跡
引
請
人
と
相
対
は
格
別
、
当
人
無
之
借
方
へ
分
散
な
ど

申
附
る
筋
に
は
無
之
」
と
し
て
貸
主
の
田
畑
分
散
に
よ
る
債
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

回
牧
に
制
隈
を
加
え
て
い
る
。
略
々
同
様
な
事
が
「
地
方
落
穂

集
」
に
も
み
え
て
い
る
。
即
ち
「
村
方
嵌
藩
も
の
は
日
限
り
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
（
一
四
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
一
号
）

申
付
、
不
二
相
見
一
永
尋
に
成
候
て
も
不
二
相
見
一
上
は
、
右
之
者

所
持
の
田
畑
家
財
等
有
。
之
候
節
は
、
御
答
無
。
之
も
の
に
候
得

ば
、
猷
所
に
は
不
二
相
成
一
候
、
妻
子
無
１
之
候
へ
ば
、
品
に
寄

分
散
に
も
可
成
也
、
然
れ
ど
も
当
人
不
二
相
知
一
ば
、
借
方
は
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

取
上
無
。
之
事
に
侯
」
。
こ
の
よ
う
に
献
落
百
姓
の
跡
株
の
処
置

に
就
い
て
、
貸
主
の
債
権
回
牧
に
制
隈
を
受
け
て
い
た
も
の
で

あ
つ
た
が
、
し
か
し
実
際
は
斯
る
跡
株
分
散
の
禁
止
、
貸
主
債

権
同
牧
の
制
限
は
行
わ
れ
難
く
、
■
こ
れ
等
貸
主
Ｈ
富
裕
農
民
、

高
利
貸
付
資
本
家
の
手
に
よ
り
嵌
落
百
姓
の
跡
株
が
分
散
さ

れ
、
こ
れ
等
の
者
の
手
に
土
地
集
中
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

た
こ
と
は
、
左
の
文
書
が
示
す
と
ろ
で
あ
ろ
う
ｏ

　
　
　
　
指
上
申
一
札
之
事

　
　
去
己
年
十
一
月
廿
三
日
夜
、
当
村
庄
兵
衛
と
串
小
百
娃
家
内
三
人

　
召
連
村
を
立
退
侯
旨
先
達
而
及
御
届
侯
処
、
日
隈
尋
被
仰
付
所
々
在

　
々
名
古
屋
岐
阜
に
至
ル
迄
相
尋
申
侯
得
共
行
衛
難
椙
知
旨
御
届
申
上

　
侯
処
、
此
度
永
尋
被
仰
付
奉
畏
侯

　
　
右
庄
兵
衛
今
高
四
斗
五
升
極
貧
之
百
姓
二
御
座
侯
而
玉
の
井
村
二

　
出
作
或
農
閑
魚
取
等
致
居
侯
処
、
近
年
不
作
借
金
等
相
嵩
賄
難
成
鉄

　
落
仕
候
段
、
御
届
出
之
節
御
達
申
上
侯
通
二
御
座
候
、
然
処
此
度
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
（
一
四
二
）

庄
兵
萄
所
特
質
物
二
置
侯
今
高
四
斗
五
升
此
田
畑
二
畝
十
七
歩
、
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貸
カ
）

家
一
軒
之
儀
吟
味
之
上
当
村
借
主
平
右
衛
門
、
源
兵
衛
両
名
江
被
呉

置
、
双
方
御
年
貢
諸
役
銀
相
勤
侯
様
被
仰
付
侯
、
且
叉
椙
遺
ル
諸
道

具
之
分
悉
く
御
附
立
入
札
、
此
内
玉
の
井
村
甚
右
衛
門
江
淀
米
未
納

分
と
し
て
被
呉
置
、
残
金
は
村
預
被
仰
付
侯
二
付
、
村
役
人
請
合
親

類
一
統
承
知
納
得
仕
少
茂
違
乱
申
立
無
御
座
侯
、
為
後
日
一
統
連
印

証
文
差
上
串
処
価
而
如
件

　
宝
暦
二
年
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
尾
張
国
葉
栗
郡
里
小
牧
村

献
落
百
姓
庄
兵
衛
叔
父

従貸同組頭玉

の
井

村
地

兄主断頭屋主

源
左
衛
門

庄
　
　
六

平
右
衛
門

源
兵
衛

口
左
衛
門

八
左
衛
門

善
左
衛
門

　
右
は
質
入
さ
れ
た
敏
落
百
姓
の
田
畑
建
家
諸
道
具
処
分
に
関

す
る
一
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぱ
敏
落
百
姓
庄
兵
衛
所
持

の
田
畑
建
家
は
、
敏
落
前
既
に
同
村
平
右
衛
門
、
源
兵
衛
両
人

の
も
と
に
質
入
し
借
金
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

場
合
質
物
で
あ
る
田
畑
建
家
の
処
分
は
、
ま
づ
貸
主
の
手
中
に



帰
す
る
と
と
も
に
年
貢
諸
役
銀
の
負
担
を
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
わ
り
、
此
処
で
は
債
権
者
の
債
権
回
牧
の

制
限
を
み
る
事
は
出
来
な
い
。
斯
る
点
に
関
し
て
「
地
方
落
穂

集
、
追
加
」
に
敏
落
百
姓
の
『
質
地
田
畑
は
年
季
明
候
て
も
御

領
主
へ
御
取
上
に
不
。
及
流
地
に
准
じ
、
質
取
主
へ
其
儀
為
レ
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

置
年
貢
諸
役
為
。
納
侯
方
と
存
候
』
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
右
事
例
と
照
し
み
て
鉄
落
百
姓
跡
株
の
処
掻
に
関
す
る
当
時

の
実
体
を
物
語
つ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
な
わ
叉
前
掲
の

「
全
国
民
事
類
例
集
」
に
。
は
、
武
蔵
国
豊
島
郡
の
慣
例
と
し
て
失

跣
者
が
一
。
遼
留
せ
し
地
面
建
家
資
財
と
も
、
事
故
な
け
れ
ば
家

族
へ
下
付
す
れ
ど
も
、
書
入
質
等
の
証
拠
分
明
な
る
と
き
は
其

貸
主
へ
渡
す
例
な
り
」
と
し
、
叉
信
濃
国
佐
久
郡
で
は
「
遺
留

財
産
は
借
財
あ
れ
ば
分
配
し
、
其
余
は
家
族
の
所
有
と
す
る
事

な
り
、
も
し
借
銭
嵩
み
失
蹄
の
も
の
は
親
類
組
合
協
議
の
上
役

元
へ
願
田
畑
家
財
売
捌
き
此
金
を
以
て
債
主
の
勘
弁
を
乞
ふ
、

是
を
名
て
分
散
と
云
ふ
」
と
な
し
て
い
る
点
に
、
献
落
百
姓
質

田
畑
な
ど
の
処
分
に
関
す
る
よ
り
現
実
的
な
証
左
を
得
る
こ
と

　
　
　
徳
川
時
代
に
お
け
る
農
民
の
「
陳
落
」
に
つ
い
て
（
岡
本
）

が
出
来
よ
う
。

＠＠ゆ＠ゆゆ＠

（
日
本
財
政
経
済
史
料
、
第
二
巻
）
九
二
〇
、
九
三
五
頁
Ｃ

小
田
吉
之
丈
編
「
加
賀
藩
農
政
史
考
」

増
田
耕
蔵
著
「
大
垣
藩
地
方
雑
記
」
（
日
本
農
民
史
料
聚
粋
、
第

九
巻
）
一
七
七
～
八
頁
。

（
愛
知
県
史
、
別
巻
）
七
〇
二
～
四
頁
０

小
早
川
欣
吾
氏
「
前
掲
論
文
」
、
入
交
好
借
氏
「
前
掲
論
文
」
、

児
玉
幸
多
著
「
近
世
農
民
の
生
活
」
等
参
照
Ｏ

捜
索
期
間
は
三
十
日
宛
六
隈
合
計
百
八
十
日
が
一
般
的
で
あ
つ

た
が
、
こ
の
期
間
必
ず
し
も
各
地
一
定
せ
ず
、
例
え
ぱ
前
例
に

み
る
尾
張
藩
の
捜
索
期
間
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
尾
州
藩
古
義
」
に

よ
れ
ば
『
嵌
落
百
娃
当
時
迄
は
廿
日
内
証
尋
、
其
上
五
十
日
都

合
七
十
日
相
尋
侯
得
共
、
向
後
内
証
尋
は
椙
止
御
定
之
通
日
数

五
十
日
相
尋
筈
、
享
保
五
子
八
月
廿
二
日
極
』
と
あ
る
、
（
「
同

書
」
一
六
六
頁
）
此
処
に
『
内
証
尋
』
と
あ
る
の
は
、
猷
落
百

姓
届
出
以
前
に
お
け
る
捜
索
を
意
味
し
、
本
文
申
の
「
全
国
民

事
類
例
集
」
に
『
精
々
尋
方
を
な
し
』
と
あ
る
の
は
こ
の
内
証

尋
を
指
す
も
の
で
あ
る
０

こ
の
『
永
尋
』
に
就
き
、
幕
領
に
わ
い
て
は
寛
政
四
年
以
後
、

悪
事
な
し
貧
窮
に
て
嵌
落
し
た
る
百
娃
に
対
し
て
は
、
例
外
と

し
て
日
限
尋
六
ケ
月
後
の
永
尋
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な

つ
た
（
高
柳
真
三
氏
「
前
掲
論
文
、
」
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
（
一
四
三
）

」

印榊榊
柚血

舳
欄

｝

、
　
許
良
罫
も

二
｝
皇
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立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
一
号
）

（
前
掲
書
）
四
四
一
頁
ｏ

（
日
本
経
済
大
典
、
第
五
十
巻
）
第
五
章
失
際
之
事
、
　
一
一
七

貢
。「

尾
州
藩
古
義
、
大
垣
藩
座
右
秘
鑑
」
一
六
六
頁
。

「
地
万
凡
例
録
」
（
前
掲
書
）
四
四
一
頁
ｏ

こ
の
よ
う
に
鉄
落
事
実
を
隠
瞥
し
、
届
出
を
行
わ
ね
か
つ
た
地

方
が
か
な
り
多
く
存
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
　
こ
う
し
た
こ

と
よ
り
も
寧
ろ
積
極
的
に
同
村
の
者
が
貧
窮
の
者
に
対
し
猷
落

を
勧
め
る
事
実
の
あ
っ
た
事
に
注
意
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
（
脇
田

修
氏
「
摂
津
棉
作
地
帯
に
お
け
る
農
民
の
動
向
」
経
済
論
叢
、

第
七
四
巻
、
五
号
、
参
照
）
。

穂
積
重
遠
編
「
五
人
組
法
規
集
、
続
編
上
」
ニ
ニ
九
七
頁
Ｏ

「
公
整
旧
格
録
」
（
近
世
地
方
経
済
史
料
、
第
八
巻
」
四
二
六
～

七
頁
、
小
田
吉
之
丈
編
「
前
掲
書
」
一
五
五
頁
。

高
柳
真
三
氏
「
前
掲
論
文
」
参
照
ｏ

（
前
掲
書
）
四
四
一
頁
。

（
日
本
経
済
大
興
、
第
二
十
一
巻
）
七
四
頁
。

（
日
本
経
済
叢
書
、
巻
六
）
四
八
三
頁
。

（
前
掲
書
）
四
四
二
頁
Ｏ

（
日
本
経
済
叢
書
、
巻
九
）
一
八
九
頁
。

愛
知
県
葉
栗
郡
木
曽
川
町
、
五
鳥
家
文
書
。

（
前
掲
書
）
六
〇
二
頁
ｏ

（
あ
・
、
し

が
き
）

一
肩
四
（
一
四
四
）

　
以
上
近
世
に
お
け
る
農
民
の
欠
落
に
就
い
て
、
そ
の
二
、
三
の
点
に
関

し
殺
述
し
来
つ
た
が
、
新
る
間
題
に
就
い
て
は
、
な
わ
こ
れ
だ
け
に
て

は
充
全
に
論
じ
尽
し
得
た
と
は
い
い
得
ず
、
述
べ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
問
題
が

幾
多
残
さ
れ
て
い
る
０
し
か
し
此
処
で
は
一
応
以
上
の
点
に
問
題
を
と

マ
め
他
日
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
右
に
鍍
述
し
来
つ
た
と

こ
ろ
に
就
い
て
は
考
察
未
熟
な
る
も
の
が
あ
り
、
極
め
て
不
充
分
た
る

を
ま
ぬ
が
れ
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
大
方
の
御
叱
正
御
批
判
に

よ
つ
て
正
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
◎




